
第三期市町村子ども・子育て支援事業計画　代用計画

令和７年度以降のこども誰でも通園制度の利用需要と提供体制
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0歳児 （児童数-確保量+認可外保育施設）/2 （598-197+8）/2＝205 （597-197+8）/2＝204 （595-197+8）/2＝203 （593-185+8）/2＝208

1歳児 児童数-確保量+認可外保育施設 645-383+9＝271 640-389+9＝260 639-389+9＝259 637-395+9＝251

2歳児 児童数-確保量+認可外保育施設 653-414+9＝248 662-420+9＝251 656-420+9＝245 655-426+9＝238

参照：子ども・子育て支援事業計画P.48-P.49

第3期計画内でニーズがある26％を目標に段階的に設定　R8:20%、R9：22%、R10：24％、R11：26％

令和5年度アンケート結果　p.81

乳児保育、延長保育など多様なニーズにあった保育サービスの充実　26.1%
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事 務 連 絡 

令和６年 12月 27日 

 

各 都道府県・市区町村 

こども誰でも通園制度担当課 御中  

 

 

こども家庭庁成育局保育政策課  

 

 

第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における乳児等通園支援事業（こど

も誰でも通園制度）の「量の見込み」及び「確保方策」代用計画について（依頼） 
 

 

日頃より保育施策の推進にご尽力いただき、深く感謝申し上げます。 

 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）については、本年 10月 10日発

出の「第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算

出等の考え方（改訂版 ver.２）」において、第三期市町村支援事業計画の策定時

に量の見込み等を設定することが困難な場合においては、何らかの代替措置を

講ずることにより適切な体制確保に努めることとしています。 

今般、代替措置として自治体が策定すべき代用計画を別添のとおり定めまし

たのでお送りいたします。 

 

 

【代用計画策定における注意事項】 

・ 令和７年度の事業開始までに策定をお願いします。 

・ 支援事業計画に代わるものであることを踏まえ、地方版子ども・子育て会議

の意見を聴取いただくようお願いします（会議日程等のやむを得ない事情が

ある場合は事業開始後でも可）。 

・ 策定した計画については子ども・子育て支援交付金の交付申請時の添付書類

とすることを想定しております。 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 
 こども家庭庁成育局保育政策課地域支援係 

TEL：03-6858-0078 
E-mail：hoikuseisaku.newkyuufu@cfa.go.jp 

mailto:hoikuseisaku.newkyuufu@cfa.go.jp
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（参考） 

第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の

考え方（改訂版 ver.２）（抜粋） 

＜６＞ 子ども・子育て支援法改正による新事業の見込み 

 

令和６年子ども・子育て支援法改正により、地域子ども・子育て支援事業と

して、①妊婦等包括相談支援事業、②乳児等通園支援事業（こども誰でも通園

制度）、③産後ケア事業（以下＜６＞において「新規三事業」という。）が新た

に創設され、令和７（2025）年４月から施行される。これらの事業についても、

地域子ども・子育て支援事業に位置づけられることから、第三期市町村支援事

業計画において、「量の見込み」や「確保方策」等を策定し、計画的な整備を

進めていく必要がある。 

新規三事業の「量の見込み」については、以下の算出方法により算出するこ

と。ただし、お示しする方法によらずに事業の対象として該当する家庭の潜在

的ニーズを正確に把握できる場合においては、各自治体の実情に応じて適切に

対応することが可能である。 

なお、法改正による制度創設から第三期市町村支援事業計画の始期（令和７

年度）までの期間を踏まえ、新規三事業について、第三期市町村支援事業計画

の策定時に量の見込み等を設定することが困難である場合においては、中間

年見直しに際し、又は、中間年を待たずして、量の見込み等の設定が可能とな

ったタイミングで、速やかに市町村支援事業計画に設定することとしても差

し支えない。ただし、この場合においても、令和７年度から市町村支援事業計

画に量の見込み等を設定するまでの期間について、市町村支援事業計画とは

別に量の見込み等の計画等を策定するなど、何らかの代替措置を講ずること

により適切な体制確保に努めること。 

子ども・子育て支援交付金の交付に当たっては、代替措置により新規三事業

を実施する場合、市町村支援事業計画に基づき実施されているものとみなし、

交付の対象とすること。 

また、原則通り令和７年度から新規三事業について市町村支援事業計画に量

の見込み等を設定した場合であっても、各年度における実施状況を把握し、計

画を策定した後において、利用状況等が量の見込みと大きくかい離している場

合には、計画期間の中間年を待たずして、適切に見直しを行われたい。 

 



乳児等通園支援事業の制度について（概要） 

 【前提】 

①一時預かり事業のように「保護者の立場からの必要性」に対応するものとは異なる。 

②こども中心に考え、こどもの成長の観点から「すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育

環境を整備する」ことを目的としており、「こどもまんなか」の政策 

③0～2歳児の約 6割が未就園児であり、子育て家庭の中に「孤立した育児」の中で不安や悩みを抱えて

いる保護者もおり、そうした保護者への支援の強化 

④全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化 

 

【対象年齢】 

保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所及び企業主導型保育事業に通っていない 

0歳児から満 3歳児未満のこども 

 

【利用可能時間】 

こども 1人当たり月 10時間を上限とする。 

 

【利用料金】 

こども 1人につき 1時間 300円程度（事業所が設定し、徴収） 

 

【委託料】 

0歳児：こども 1人 1時間当たり 1,300円 

1歳児：こども 1人 1時間当たり 1,100円 

2歳児：こども 1人 1時間当たり 900円 

※1時間以上の利用は 30分単位で実施することも可能。30分に係る部分は上記額に 1/2を乗じた額 

 

【利用料減免】 

ア 本事業による支援を受けた日において生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 6条第 1項に規定す

る被保護者である場合 

こども１人当たり１時間 300 円を上限 

イ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法（昭和 25年法律第 226号）の規定による

市民税を課されない者である場合（アに掲げる場合を除く。） 

こども１人当たり１時間 240 円を上限 

ウ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市民税の同法第 292条

第 1項第 2号に掲げる所得割の額を合算した額（以下「市民税所得割合算額」という。）が 7万 7,101 

円未満である場合（ア及びイに掲げる場合を除く。） 

こども１人当たり１時間 210 円を上限 

エ 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市が特に支援

が必要と認めた世帯のうち、市がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に

係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合（アからウに掲げる場合を除く。） 

こども１人当たり１時間 150 円を上限 
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【加算】 

（ア）障がい児とは、市が認める障がい児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師によ

る診断書や巡回支援専門員等障がいに関する専門的知見を有する者による意見提出など、障がいの事実

が把握可能な資料をもって確認しても差し支えない。 

障がい児：こども一人１時間当たり 400 円 

（イ）医療的ケア児とは、人工呼吸器を装着しているこどもその他の日常生活を営むために医療を要す

る状態にあるこどもであると市が認めたこどもをいう。 

医療的ケア児：こども一人１時間当たり 2,400 円 

（ウ）要支援家庭のこどもとは、例えば、こども家庭センターによるサポートプランが作成されてい

る、若しくは作成の対象となっているなど、関係機関が連携して支援を行う必要があると市が認めた家

庭のこどもをいう。 

要支援家庭のこども：こども一人１時間あたり 400 円 

 

【実施方法】 

①一般型（詳細は、実施に関する手引き 参照） 

・在園児の保育体制とは別に、乳児おおむね 3人に対して 1人、満 1歳以上満 3歳未満の幼児おおむね

6人に対して従事者 1人以上を配置すること。 

・従事者の半数以上が保育士となること。 

・配置する従事者が 2人を下回らないこと。 

・設備は、在園児と合わせた受入人数に対して、必要な面積を満たしていること。 

②余裕活用型（詳細は、実施に関する手引き 参照） 

・利用定員から利用児童数を除いた数以下の乳幼児を対象 

・空き定員枠を活用する。 

・定員内での受入のため、基本的に各クラスの保育者による受入が基本となる 

・空き定員の変動に合わせて、本制度の受入枠も増減する。 

※定員が埋まると本制度自体が利用できないことがないよう、1年通じて空きがあるところでの実施し

たり、他施設での利用に適切につながることができるよう配慮したり、保護者への事前周知を行い、理

解を得る必要がある。 

 

【実施パターン】 

①定期利用 

利用する事業所を限定し登録したり、さらに利用する曜日や時間帯を固定したりするなど、特定の事業

所を定期的に利用する形 

②柔軟利用 

利用する事業所、月、曜日や時間を固定せずに、定期的でない柔軟な利用をする形 

 

【スケジュール】 

現在～12月頃：制度整理、条例案作成、実施園募集  

12月議会：認可、確認条例を制定予定 

（認可基準は 4月に内閣府令有り。確認基準については、内閣府令案が秋、冬頃の予定） 

1月以降：実施園決定、利用者への周知、利用申請受付 

令和 8年 4月から「こども誰でも通園制度」実施 
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２

設
備
運
営
基
準
は
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
職

員
（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。）の
管
理
者
を
含
む
。

以
下
同
じ
。）が
、
乳
児
等
通
園
支
援
（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
し
て
行
う
法
第
六
条
の
三
第
二
十
三
項
の
乳
児
又

は
幼
児
へ
の
遊
び
及
び
生
活
の
場
の
提
供
並
び
に
そ
の
保
護
者
へ
の
面
談
及
び
当
該
保
護
者
へ
の
援
助
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
利
用
し
て
い
る
乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
利
用
乳

幼
児
」
と
い
う
。）が
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
設
備
運
営
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
最
低
基
準
の
目
的
）

第
二
条

法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
条
例
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
最
低
基
準
」
と
い

う
。）は
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
職
員
が
乳
児
等

通
園
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
乳
幼
児
が
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も

の
と
す
る
。

〇
内
閣
府
令
第
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法

を
実
施
す
る
た
め
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
一
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

第
十
九
条
）

第
二
章

乳
児
等
通
園
支
援
事
業

第
一
節

通
則
（
第
二
十
条
）

第
二
節

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
第
二
十
一
条

第
二
十
四
条
）

第
三
節

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
第
二
十
五
条
・
第
二
十
六
条
）

第
三
章

雑
則
（
第
二
十
七
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
十
四
条
の
十
六
第
二
項

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。）は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基

準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一

法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
（
特

別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
十
一
条
（
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
者
（
市
町
村
長
（
特
別
区
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
監
督
に
属
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
法
第
六
条

の
三
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
職
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
五
条
（
職
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

二

法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
、
第
十
八

条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
（
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
三
条
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
二
十
五
条
（
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

三

法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
市

町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準

こ
の
府
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
二
号
に
定
め
る

規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の


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（
最
低
基
準
の
向
上
）

第
三
条

市
町
村
長
は
、
そ
の
管
理
に
属
す
る
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
市
町
村
児
童
福
祉
審
議
会
を
設
置
し
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
意
見
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
児
童
の
保
護
者
そ
の
他
児
童
福
祉
に
係
る
当
事

者
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
監
督
に
属
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
」

と
い
う
。）に
対
し
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
町
村
は
、
最
低
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
最
低
基
準
と
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
）

第
四
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、
常
に
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

最
低
基
準
を
超
え
て
、
設
備
を
有
し
、
又
は
運
営
を
し
て
い
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
に
お
い
て
は
、
最
低
基

準
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
設
備
又
は
運
営
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
一
般
原
則
）

第
五
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
一
人
一
人
の
人
格
を
尊

重
し
て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
地
域
社
会
と
の
交
流
及
び
連
携
を
図
り
、
利
用
乳
幼
児
の
保
護
者
及
び
地
域
社
会

に
対
し
、
そ
の
行
う
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
の
内
容
を
適
切
に
説
明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
自
ら
そ
の
提
供
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
の
質
の
評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の
改
善
を

図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の

改
善
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
法
に
定
め
る
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

６

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
構
造
設
備
は
、
採
光
、
換
気
等
利
用
乳
幼
児
の
保
健
衛
生
及
び
利
用
乳
幼
児
に
対
す

る
危
害
防
止
に
十
分
な
考
慮
を
払
っ
て
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
と
非
常
災
害
）

第
六
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
軽
便
消
火
器
等
の
消
火
用
具
、
非
常
口
そ
の
他
非
常
災
害
に
必
要
な
設
備
を

設
け
る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
対
す
る
具
体
的
計
画
を
立
て
、
こ
れ
に
対
す
る
不
断
の
注
意
と
訓
練
（
次
項
の
訓

練
を
除
く
。）を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
、
避
難
及
び
消
火
に
関
す
る
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
安
全
計
画
の
策
定
等
）

第
七
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
ご
と

に
、
当
該
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
設
備
の
安
全
点
検
、
職
員
、利
用
乳
幼
児
等
に
対
す
る
事
業
所
外
で
の
活
動
、

取
組
等
を
含
め
た
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
で
の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
職
員

の
研
修
及
び
訓
練
そ
の
他
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。）を
策
定
し
、
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の
研
修
及
び
訓

練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
安
全
の
確
保
に
関
し
て
保
護
者
と
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
保

護
者
に
対
し
、
安
全
計
画
に
基
づ
く
取
組
の
内
容
等
に
つ
い
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
安
全
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
安
全
計
画
の
変
更
を
行

う
も
の
と
す
る
。

（
虐
待
等
の
防
止
）

第
十
三
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行
為

そ
の
他
当
該
利
用
乳
幼
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
十
四
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
使
用
す
る
設
備
、
食
器
等
又
は
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い

て
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん

延
し
な
い
よ
う
に
、
職
員
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染

症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
必
要
な
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
品
を
備
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
管
理
を
適

正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
食
事
）

第
十
五
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
（
施
設
外
で
調
理
し
運
搬
す
る
方
法
に
よ
り
行

う
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
は
、
当
該
施
設
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
必
要
な
調
理
の
た
め
の
加
熱
、
保
存
等
の
調
理

機
能
を
有
す
る
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
内
部
の
規
程
）

第
十
六
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関

す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

二

そ
の
提
供
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
の
内
容

三

職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容

四

乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
を
行
う
日
及
び
時
間
並
び
に
行
わ
な
い
日

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
）

第
八
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
事
業
所
外
で
の
活
動
、
取
組
等
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
利

用
乳
幼
児
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る
と
き
は
、
利
用
乳
幼
児
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他

の
利
用
乳
幼
児
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
利
用
乳
幼
児
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と
並
列
の
座

席
並
び
に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ
後
方
に
備
え
ら
れ
た
前
向
き
の
座
席
以
外
の
座
席
を
有
し
な
い
も
の
そ
の
他
利
用
の
態

様
を
勘
案
し
て
こ
れ
と
同
程
度
に
利
用
乳
幼
児
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）を

日
常
的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
利
用
乳
幼
児
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装

置
を
備
え
、
こ
れ
を
用
い
て
前
項
に
定
め
る
所
在
の
確
認
（
利
用
乳
幼
児
の
降
車
の
際
に
限
る
。）を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
の
一
般
的
条
件
）

第
九
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
健
全
な
心
身
を
有
し
、
豊
か
な
人
間
性
と
倫
理
観
を
備
え
、
児
童
福

祉
事
業
に
熱
意
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
で
き
る
限
り
児
童
福
祉
事
業
の
理
論
及
び
実
際
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
た
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
）

第
十
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
鑽さ
ん

に
励
み
、
法
に
定
め
る
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
、
維
持
及
び
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
）

第
十
一
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
は
、
そ
の
行
う
乳
児
等

通
園
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
必
要
に
応
じ
当
該
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
設
備
及
び
職
員
の
一
部
を

併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
及
び
職
員
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
乳
幼
児
を
平
等
に
取
り
扱
う
原
則
）

第
十
二
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
国
籍
、
信
条
、
社
会
的
身
分
又
は
利
用
に
要
す
る
費
用
を

負
担
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
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ロ

保
育
室
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
階
に
応
じ
、同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
施
設
又
は
設
備
が
一
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

階

区
分

施
設
又
は
設
備

二
階

常
用

１

屋
内
階
段

２

屋
外
階
段

避
難
用

１

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
三

条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段

２

待
避
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー

３

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
準
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
設
備

４

屋
外
階
段

三
階

常
用

１

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規

定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段

２

屋
外
階
段

避
難
用

１

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規

定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段

２

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
設
備

３

屋
外
階
段

四
階
以

上
の
階

常
用

１

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規

定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段

２

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
外
階

段

避
難
用

１

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項
各
号
に
規

定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
（
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

階
段
の
構
造
は
、
建
築
物
の
一
階
か
ら
保
育
室
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
ま
で
の

部
分
に
限
り
、
屋
内
と
階
段
室
と
は
、
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
（
階
段
室
が
同
条

第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
を
有
す
る
場
合
を
除
き
、
同
号
に
規
定
す
る
構

造
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。）を
通
じ
て
連
絡
す
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
同
条
第
三

項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。）

２

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外
傾
斜
路

３

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
外
階

段
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五

保
護
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
種
類
、
支
払
を
求
め
る
理
由
及
び
そ
の
額

六

乳
児
、
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員

七

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
利
用
の
開
始
、
終
了
に
関
す
る
事
項
及
び
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

八

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

九

非
常
災
害
対
策

十

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十
一

そ
の
他
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
備
え
る
帳
簿
）

第
十
七
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
職
員
、
財
産
、
収
支
及
び
利
用
乳
幼
児
の
処
遇
の
状
況
を
明
ら
か
に
す

る
帳
簿
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
秘
密
保
持
等
）

第
十
八
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
乳
幼
児
又
は

そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
乳
幼

児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
苦
情
へ
の
対
応
）

第
十
九
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
行
っ
た
乳
児
等
通
園
支
援
に
関
す
る
利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
保
護
者

等
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
行
っ
た
乳
児
等
通
園
支
援
に
関
し
、
市
町
村
か
ら
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け

た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

乳
児
等
通
園
支
援
事
業

第
一
節

通
則

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
区
分
）

第
二
十
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
は
、
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
及
び
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と

す
る
。

２

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
で
あ
っ
て
次
項
に
定
め
る
も
の
に
該
当
し
な
い
も

の
を
い
う
。

３

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
は
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保

育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と

い
う
。）第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
い
、
保
育
所
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）又
は
家

庭
的
保
育
事
業
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
、
当
該
施
設
又
は
事

業
を
利
用
す
る
児
童
の
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
利
用
児
童
数
」
と
い
う
。）が
そ
の
施
設
又
は
事
業
に
係
る
利

用
定
員
の
総
数
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
定
員
の
総
数
か
ら
当
該
利
用
児
童
数
を
除
い
た
数
以
下
の

数
の
乳
幼
児
を
対
象
と
し
て
行
う
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
い
う
。

第
二
節

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

（
設
備
の
基
準
）

第
二
十
一
条

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下「
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
」と
い
う
。）

の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

乳
児
又
は
満
二
歳
に
満
た
な
い
幼
児
を
利
用
さ
せ
る
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
乳
児
室
又
は
ほ

ふ
く
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。

二

乳
児
室
の
面
積
は
、
乳
児
又
は
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

ほ
ふ
く
室
の
面
積
は
、
乳
児
又
は
第
一
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室
に
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
必
要
な
用
具
を
備
え
る
こ
と
。

五

満
二
歳
以
上
の
幼
児
を
利
用
さ
せ
る
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
及
び
便
所

を
設
け
る
こ
と
。

六

保
育
室
又
は
遊
戯
室
の
面
積
は
、
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

七

保
育
室
又
は
遊
戯
室
に
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
必
要
な
用
具
を
備
え
る
こ
と
。

八

乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
（
以
下
「
保
育
室
等
」
と
い
う
。）を
二
階
に
設
け
る
建
物
は
、
次

の
イ
、
ロ
及
び
ヘ
の
要
件
に
、
保
育
室
等
を
三
階
以
上
に
設
け
る
建
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
又
は
同

条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
こ
と
。

ハ

ロ
に
掲
げ
る
施
設
及
び
設
備
が
避
難
上
有
効
な
位
置
に
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
保
育
室
等
の
各
部
分
か
ら
そ
の

一
に
至
る
歩
行
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。


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ニ

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
調
理
設
備（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
ニ
に
お
い
て
同
じ
。）を
設
け
る
場
合
に
は
、
当
該
調
理
設
備
以
外
の
部
分
と
一
般
型
乳
児
等
通
園
支

援
事
業
所
の
調
理
設
備
の
部
分
が
建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
換
気
、
暖
房
又
は
冷
房
の
設
備
の
風
道
が
、
当
該
床
若
し
く
は
壁
を
貫
通
す
る
部
分
又
は
こ
れ
に

近
接
す
る
部
分
に
防
火
上
有
効
に
ダ
ン
パ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

調
理
用
器
具
の
種
類
に
応
じ
て
有
効
な
自
動
消
火
装
置
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
調
理
設
備
の
外
部
へ

の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
で
し
て
い

る
こ
と
。

ヘ

保
育
室
等
そ
の
他
乳
幼
児
が
出
入
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
、
乳
幼
児
の
転
落
事
故
を
防
止
す
る
設
備
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ト

非
常
警
報
器
具
又
は
非
常
警
報
設
備
及
び
消
防
機
関
へ
火
災
を
通
報
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

チ

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
の
カ
ー
テ
ン
、
敷
物
、
建
具
等
で
可
燃
性
の
も
の
に
つ
い
て
防
炎
処
理
が

施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
職
員
）

第
二
十
二
条

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
あ
っ

て
は
、保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

そ
の
他
乳
児
等
通
園
支
援
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知

事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。）を
修
了
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乳
児
等
通
園
支
援
従
事
者
」

と
い
う
。）を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

乳
児
等
通
園
支
援
従
事
者
の
数
は
、
乳
児
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
一
歳
以
上
満
三
歳
未
満
の
幼
児

お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
保
育
士
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
般
型
乳
児
等
通
園

支
援
事
業
所
一
に
つ
き
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
乳
児
等
通
園
支
援
従
事
者
は
、
専
ら
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
従
事
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
専
ら
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園

支
援
事
業
に
従
事
す
る
職
員
を
一
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
そ
の
他
の
施
設
又
は
事
業
（
以
下

「
保
育
所
等
」
と
い
う
。）と
が
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
保
育
所
等
の
職
員
（
保
育
そ
の
他
の
子
育
て
支
援
に
従
事
す
る
職
員
に
限
る
。）に
よ

る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
専
ら
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
従
事
す
る
職
員
が
保
育
士

で
あ
る
と
き
。

二

当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
人
数
が
三
人
以
下
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

保
育
所
等
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
保
育
が
現
に
行
わ
れ
て
い
る
乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室

に
お
い
て
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
が
実
施
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行

う
に
当
た
っ
て
当
該
保
育
所
等
の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
の
内
容
）

第
二
十
三
条

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
お
け
る
乳
児
等
通
園
支
援
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
指
針

に
準
じ
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
特
性
に
留
意
し
て
、
利
用
乳
幼
児
及
び
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ

て
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
者
と
の
連
絡
）

第
二
十
四
条

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
保
護
者
と
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
乳
児

等
通
園
支
援
の
内
容
等
に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
の
理
解
及
び
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

（
設
備
及
び
職
員
の
基
準
）

第
二
十
五
条

余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下「
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
」

と
い
う
。）の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

保
育
所

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
保
育
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

二

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園

認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
大

臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

三

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）

四

家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
事
業
所

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六

年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

（
準
用
）

第
二
十
六
条

第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
中
「
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通

園
支
援
事
業
」
と
し
、
第
二
十
四
条
中
「
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
者
」
と
あ
る
の
は
「
余
裕
活
用
型

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
者
」
と
す
る
。

第
三
章

雑
則

（
電
磁
的
記
録
）

第
二
十
七
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、

こ
の
府
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図

形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当

該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
府
令
の
公
布
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
三
十
四
条
の

十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、こ
の
府
令
に
規
定
す
る
基
準
は
、

当
該
市
町
村
が
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
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